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通所介護 重要事項説明書 

（令和 7 年４月１日現在） 

 

１ 事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

 名    称          豊岡の風デイサービスセンターゆめゆめらいふ 

 所 在 地          兵庫県豊岡市若松町７番２５号 

 事 業 所 番 号          ２８７４４０１２８０ 

 送迎サービスを提供 

 する対象地域 

豊岡市及び京丹後市久美浜町にお住まいの方。 

   ＊ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

（２）従業者の体制 

職     種 職     員     数 

管     理     者 1名（常勤） 

生  活  相  談  員 2名以上 

看  護  従  業  者 2名以上 

機 能 訓 練 指 導 員 3名以上 

介  護  従  業  者 4名以上 

（３）事業所の設備等 

定      員 30名 

 食堂兼機能訓練室 1室 140.20㎡ 

 浴      室 4室 小浴室2室 一般浴室1室 特殊浴室(機械浴)1室 

 静   養   室  1室 

 相   談   室  1室 

 送   迎   車 3台 

（４）営業日及び営業時間 

営業日     ・・・月～土曜日。 

ただし、１月１日から１月３日は除く。 

サービス提供時間・・・午前９時００分～午後４時３０分 

（５）休業日 

日曜日及び１月１日～１月３日まで。 

 

２ 提供するサービス内容 

①  レクリエーション 

お花見会、盆踊り会、運動会、クリスマス会等の各種季節行事

、お誕生日会や、お買い物等、盛りだくさんのメニューを取り

入れて楽しんでいただきます。 

②  機 能 訓 練         
簡単な体操や、現機能の維持・向上のため日常生活動作に応じ

て対応します。 

③  生 活 相 談         
利用者の方の健康や、生活上の問題点等についての相談や、アド

バイスを行い、必要に応じ他機関への橋渡し等を行います。 

④  食 事         
栄養・衛生管理に努め、各季節の行事食も、味わっていただきま

す。 
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⑤  入 浴         体の状況に応じて入浴していただけるように対応します。 

⑥ 送 迎         

玄関から玄関へ、ﾍﾞｯﾄﾞからﾍﾞｯﾄﾞまでの送迎を基本とします。 

待ち時間を最小限にするためルート、時間調整等を工夫します。 

原則、複数の従業者で送迎します。  

 

３ 利用料等 

（１）介護保険適用サービスの利用料 

 利用料は基本額と・の加算を適用する場合、適用した加算を合計した額です。 

＊利用者の方の合計所得金額により、負担額は１割、２割、３割の場合があり 

ます。 

      介護職員処遇改善の負担額についても、同様です。 

     ＊①が１割負担額で、②が２割負担額、③が３割負担額です。 

 基本額 

 

 

 

 

 ３時間以上４時間未満 

要介護 １ ３７００円／日（① ３７０円・② ７４０円・③ １１１０円） 

要介護 ２ ４２３０円／日（① ４２３円・② ８４６円・③ １,２６９円） 

要介護 ３ ４７９０円／日（① ４７９円・② ９５８円・③ １,４３７円） 

要介護 ４ ５３００円／日（① ５３０円・② １０６０円・③ １５９０円） 

要介護 ５ ５８５０円／日（① ５８５円・② １１７０円・③ １７５５円） 

 ４時間以上５時間未満 

要介護 １ ３８８０円／日（① ３８８円・② ７７６円・③ １１６４円） 

要介護 ２ ４４４０円／日（① ４４４円・② ８８８円・③ １３３２円） 

要介護 ３ ５０２０円／日（① ５０２円・② １００４円・③ １５０６円） 

要介護 ４ ５６００円／日（① ５６０円・② １１２０円・③ １６８０円） 

要介護 ５ ６１７０円／日（① ６１７円・② １２３４円・③ １８５１円） 

 ５時間以上６時間未満 

要介護 １ ５７００円／日（① ５７０円・② １１４０円・③１７１０円） 

要介護 ２ ６７３０円／日（① ６７３円・② １３４６円・③２０１９円） 

要介護 ３ ７７７０円／日（① ７７７円・② １５５４円・③ ２３３１円） 

要介護 ４ ８８００円／日（① ８８０円・② １７６０円・③ ２６４０円） 

要介護 ５ ９８４０円／日（① ９３４円・② １８６８円・③ ２８０２円） 

 ６時間以上７時間未満 

要介護 １ ５８４０円／日（① ５８４円・② １１６８円・③ １７５２円） 

要介護 ２ ６８９０円／日（① ６８９円・② １３７８円・③ ２０６７円） 

要介護 ３ ７９６０円／日（① ７９６円・② １５９２円・③ ２３８８円） 

要介護 ４ ９０１０円／日（① ９０１円・② １８０２円・③ ２３８８円） 

要介護 ５ １００８０円／日（① １００８円・② ２０１６円・③ ３０２４円） 
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・加算 

生活相談員配置等加算 １３０円／日（① １３円・② ２６円・③ ３９円） 

入浴介助加算（Ⅰ） 

入浴介助加算（Ⅱ） 

４００円／日（① ４０円・② ８０円・③ １２０円） 

５５０円／月（① ５５円・② １１０円・③ １６５円） 

中重度者ケア体制加算 ４５０円／月（① ４５円・② ９０円・③ １３５円） 

生活機能向上連携加算

（Ⅰ） 

生活機能向上連携加算

（Ⅱ） 

３月に１回を限度 １，０００円／月 （① １００円・② ２００円・③ ３００円） 

２，０００円／月（① ２００円・② ４００円・③ ６００円） 

※個別機能訓練加算を算定している場合は、１，０００円／月 

個別機能訓練加算（Ⅰ）

イ 

５６０円／日（① ５６円・② １１２円・③ １６８円） 

個別機能訓練加算（Ⅰ）

ロ 

７６０円／日（① ７６円・② １５２円・③ ２５８円） 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２００円／月（① ２０円・② ４０円・③ ６０円） 

ADL 維持等加算（Ⅰ） ３００円／月（① ３０円・② ６０円・③ ９０円） 

ADL 維持等加算（Ⅱ） ６００円／月（① ６０円・② １２０円・③１８０円） 

ADL 維持等加算（Ⅲ） ３０円／月（① ３円・② ６円・③ ９円） 

認知症加算 ６００円／日（① ６０円・② １２０円・③ １８０円） 

若年性認知症利用者受

入加算 

６００円／日（① ６０円・② １２０円・③ １８０円） 

栄養アセスメント加算 ５００円／月（① ５０円・② １００円・③ １５０円） 

栄養改善加算 月に２回を限度 ２，０００円／回（① ２００円・② ４００円・③ ６

００円） 

口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ） 

６月に１回を限度 ２００円／回 （① ２０円・② ４０円・③ ６

０円） 

口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ） 

６月に１回を限度 ５０円／回 （① ５円・② １０円・③ １５

円） 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 月に２回を限度 １，５００円／日（① １５０円・② ３００円・③ ４

５０円） 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 月に２回を限度 １，６００円／日（① １６０円・② ３２０円・③ ４

８０円） 

科学的介護推進体制加

算 

４００円／月（① ４０円・② ８０円・③ １２０円） 

サービス提供体制強化

加算（Ⅰ） 

２２０円／日（① ２２円・② ４４円・③ ６６円） 

サービス提供体制強化

加算（Ⅱ） 

１８０円／日（① １８円・② ３６円・③ ５４円） 

 ７時間以上８時間未満 

要介護 １ ６５８０円／日（① ６５８円・② １３１６円・③ １９７４円） 

要介護 ２ ７７７０円／日（① ７７７円・② １５５４円・③ ２３３１円） 

要介護 ３ ９０００円／日（① ９００円・② １８００円・③ ２７００円） 

要介護 ４ １０２３０円／日（① １０２３円・② ２０４６円・③ ３０６９円） 

要介護 ５ １１４８０円／日（① １１４８円・② ２２９６円・③ ３４４４円） 
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サービス提供体制強化

加算（Ⅲ） 

６０円／日（① ６円・② １２円・③ １８円） 

 令和６年６月１日から算定 

介護職員処遇改善（Ⅰ） 所定単位×９２／１０００／月 

介護職員処遇改善（Ⅱ） 所定単位×９０／１０００／月 

介護職員処遇改善（Ⅲ） 所定単位×８０／１０００／月 

介護職員処遇改善（Ⅳ） 所定単位×６４／１０００／月 

介護職員処遇改善（Ⅴ） 所定単位×33～81／１０００／月 

（２）介護保険給付外のサービス 

種 類 内   容 利用料 

対象地域以外の 

送  迎  代 

・送迎サービスを提供する対象地域以外

の地域の送迎をご利用いただけます。 

・無料 

食     費 
・昼食/普通食（おやつ含む） 

・昼食/特別食（おやつ含む） 

・１食あたり700円 

・１食あたり750円 

お む つ 代 等 ・おむつ代、尿とりパット、テープ止紙

おむつ、紙パンツ等は、使用に応じて

提供します。 

・実費請求 

その他の日常生活

品費 

 

・利用者の希望により身の回り品として

日常生活に必要なもの、教養娯楽品とし

て趣味活動に必要なものを提供します。 

・実費請求 

コピー費用 
・サービス実施記録等のコピーを希望さ

れたときは、お渡しします。 
・１枚につき１０円 

（３）償還払いの場合 

   利用者が、一旦介護報酬額の全額をお支払いいただき、その後領収証を添付して、

ご在住の市町村に請求をすると、９割又は８割の還付が得られます。 

 

（４）キャンセル料 

  利用者の都合でサービスを中止する場合は、下記のキャンセル料が必要です。 

サービス提供日の当日８時までに連絡いただいた場合 無 料 

サービス提供日の当日８時を過ぎて連絡いただいた場合､

又は連絡をいただかなかった場合 

キャンセル料として 

食費相当額７００円 

（５）利用料金の支払方法 

ア．利用者指定口座からの自動振替 

イ．事業者指定口座への振り込み 

   但馬信用金庫本店営業部 普通預金 №０７２２３２２ 

 口座名義 社会福祉法人豊岡平聖福祉会 

ウ．現金支払い 

    毎月、翌月の１５日までに請求をいたしますので、翌月の２８日までにお支払い

ください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。 

 

 

 



 

 5

 

４ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

   まず、お電話等でお申し込みください。当事業所の従業員がお伺いいたします。 

  ・ 受付・・・・毎日午前８時３０分～午後５時３０分（日曜日及び１月１日～１月

３日は除く） 

  ・ サービス提供の依頼を受けた後、契約を結び、通所介護計画を作成して、サービ

スの提供を開始します。 

  ・ 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援

専門員とご相談ください。 

 

 

５ 当事業所の通所介護サービスの特徴等 

（１）事業の目的および運営の方針 

 

 事業の目的 

本事業所は、老人福祉法及び介護保険法の理念に基づき、介護を必

要とする要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護を提

供することを目的とします。 

運営の方針 

本事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有す

る能力に応じ、自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世

話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び

心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の

軽減を図るものとします。 

（２）サービスの利用 

   事      項 有無 備      考 

 日・祝日の実施状況 無 １月１日～１月３日は休日のため、サービス

の提供ありません。但し、日曜日以外の祝日

は営業しますのでサービスの提供ができま

す。 

 従業員への研修の実施状況              有 年数回、内部、外部研修を実施します 

 サービスマニュアルの作成              有 デイサービス介護マニュアル 

（３）サービスの利用のための留意事項 

 送 迎 の 連 絡 方 法             電 話 

 体調確認と体調不良の             

 場 合 の 対 応             

バイタルチェックと見守り 

医療機関や家族との連携 

 食 事 の 内 容             個々の咀嚼能力や嚥下能力を考慮する 

 機 能 訓 練 の 内 容             個々のＡＤＬ(日常生活動作)に基づく 

 レ ク リ エ ー シ ョ ン ・             

趣 味 活 動 の 内 容             

個々の嗜好や身体能力に基づく 

個人情報の使用同意書             有 守秘義務の徹底 
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６ 緊急時の対応 

  サービスの提供中に容態の変化や事故等があった場合は、事前の打ち合わせに従い、 

主治医、救急隊、ご家族、居宅介護支援事業者、市町村等へ連絡します。また、事業所

の責任において事故が発生したときはその損害を賠償します。 

  当事業所では、兵庫県社会福祉協議会のひょうご福祉サービス総合補償保険に加入し

ております。詳細は、事務所窓口にて、お問い合わせください。 

 

  緊急時の連絡先 

 

 

緊急時

の 

連絡先 

 

氏     名  続 柄  

住     所  

電 話 番 号  

 

 

 

 

主治医 

 

 

 

病院又は診療所名  

医  師  名  

住     所  

電 話 番 号  

 

７ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必

要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 (管理者・梅田 裕美子) 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

８ 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害

等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が

及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げ

ることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身

体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身

体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 
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（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険

が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく

なった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

 

 

９ 非常災害対策 

  自然災害、火災、その他防災対策について計画的な防災訓練と設備の改善を図り、利 

用者の安全に対して万全を期するものとする。年２回定期的に避難・救出訓練を行う   

ものとする。 

1０ 衛生管理等 

① 指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

② 指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講じます。 

③ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所

の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

１１ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する

秘密の保持について 

 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護

に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため

のガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるも

のとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）

は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家

族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が

終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業

者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき

旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  

② 個人情報の保護について 

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サ

ービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い

ません。また、利用者の家族の個人情報についても、予

め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利

用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含ま

れる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）

については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じ

てその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂
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正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査

を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行う

ものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合

は利用者の負担となります。)  

 

 

 

１２  相談・苦情の窓口 

（１）当事業所 

 

 

 当事業所ご利用相談室 

窓口担当者 介護職員 

ご利用時間 ８：３０～１７：３０ 月～土 

     （1/1～1/3を除く） 

ご利用方法 電話 ０７９６－２２－１３００ 

    受付に苦情箱も設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

豊 岡 市 健 康 福 祉 部 

高  年  介  護  課 

 

所 在 地 豊岡市立野町１２番１２号  

電   話 ０７９６－２４－２４０１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０７９７－２９－３１４４ 

受付時間  ８：３０～１７：１５ 月～金 

 （休祝日及び、12/29～1/3を除く） 

  

兵庫県国民健康保険団体 

連    合    会 

介護保険課苦情相談窓口 

所 在 地 神戸市中央区三宮町１丁目９－１－１８０１号 

電  話 ０７８－３３２－５６１７ 

Ｆ Ａ Ｘ ０７８－３３２－５６５０ 

受付時間 ８：４５～１７：１５ 月～金 

（休祝日及び、12/29～1/3を除く） 

 

 

１３ 事業者の概要 

 名称・法人種別         社会福祉法人 豊岡平聖福祉会 

 代表者役職・氏名 理事長 西垣 俊平 

 所 在 地         兵庫県豊岡市若松町７番２５号 

 電 話 番 号         ０７９６－２２－１３００ 
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１４ 重要事項の内容を変更する場合の手続きについて 

  重要事項を変更する場合は、書面にて通知し、書面にて同意を頂きます。 

 

通所介護のご利用を申し込まれるにあたり、この重要事項説明書により重要な事項を説

明しました。 

  

事業所 所在地  兵庫県豊岡市若松町７番２５号 

     名 称  豊岡の風デイサービスセンターゆめゆめらいふ 

 説明場所 

 説明日時 令和   年   月   日    時   分 

 説明者  所属  

      氏名                                            

 

  私は、この重要事項説明書により、当事業所の通所介護についての重要な事項の説明

を受け、サービスの提供開始、及び利用料の徴収に同意しました。 

 

  令和  年  月  日 

 

     利用者  

住所 

             氏名                                                

 

 利用者が、署名出来ない為、利用者本人の意思を確認の上、私が利用者に代わって、そ

の署名を代行しました。 

 

     署名代行者 

       住所 

       氏名             

      （利用者との関係       ） 

 

     身元引受人 

住所 

       氏名             

      （利用者との続柄       ） 

 

 


